
〔問〕

昭和 37年度 (問題)

1. 生命保険会社は現行法制上，健康保険事業を営むことができるか。

2. 保険外務員は①契約締鮒程，②告知受領権，③集金受領権(保険料を受領する権限)を有

するか否か，それぞれの権限の有無及び範囲Kっき下記に答えよ。

付)現行法上は如何K在っているか。

炉)その根拠を述べよ o

付とれに対ナる批判を記せ。

3. (六法全書参照不可〉

(1) 次の文中，文字の欠けているととろを補充せよ。

第 675条

⑦ 
保険金額ア受取ルヘキ者カ第三者ナルトキハ其第三者ハj仁二二コi保険契約ノ利益ア亨受

ス但仁二コヵ別段ノ;意思フ表示シタルトキハ其意思ニ従フ

前兵但書ノ規定=依リ保険契約者カ保険金額ヲ受取ルヘキ者ア指定又ハ変更スル権利フ有

スル場合ニ於テ其権利ア行ハスシテ lシタルトキハ保険金額ア受取Jレヘキ者ノ権利

ハ之ニ因リテ -1ス

第677条

保険契約者カ契約後保険金額ヲ受取ルヘキ者ア指定又J、変更シタルトキハ保険者エ其指定

② 
又ハ変更ア-~スJレニ非サレハ之ア以テt==..ニ ji リスルコトア待ス

(2) 前文中，二重枠の文字につき法律上の意味を説明せよ。
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昭和 37年度 (解答)

)0 現行法規上 r健段保険」という言葉が使われているのは， n健康保険法」にないてのみ

である。同法第 1条では， I司法の規定K基づいて行左われる健康保険の保険事故を説定して

いるが，健康保険そのものの定義は行左ってい左い。しかし，同法第22条で健康保険の保

険者は「政府公よび健康保i射丑合」とするとと，また，第 25条なよび第 27条で健康保険

組合行:rその組合員える被保険者の保険を管掌する」もので，かフ 1 r事業主卦よびその事

業所K使用せられる;被保険者をもって組織する」 ζとと在っているので，民i記保険会社が「

健康保険」という名称む保険商品を取扱うことは，現行「健康保険法」の保険者の定義を変

えない|浪 b不可能である。

ただ，前述のよう VC7同法では健康保険そのものの定義が左されてい左いのでp 同法に抵

触し左い商品を「傷害保険jまたは「疾病保険J等の名称で取扱うことは差し支えないと考

えられるo

イ@次K.，上記の「傷害保倹」または「疾病保険」を生命保険会社が取扱うととができるかど

うかであるが，保険業法第7条は保険会社が生命保険事業と損害保険事業を兼営することを

禁止しているので r傷害保険」または「疾病保険Jが，生命保険，損害保険いずれの範障

に入るかKよって決まるわけである。現行法規上，生命保険，損害保険を定義してh るのは

商法第 O2 9条長よび第673条であるが，との条文からのみでは「傷害保険」または「疾

病保険Jがいずれに属するか分明で左い。現医学説もこれを (1)生命保険とする説 (2頗害

保険とする説 (3)そのいずれにも属さ在い特覆のものとする説に分れてな b統一的見解は求

めにくい。

ウ.以上から，生命保険会社が「健康保険Jという名称でなく「傷害保険」または「疾病保険J

という名称を用いるとしても，当然にこれを取扱いうるという結論は出せない。これを営み

うると解するためには，上詔1)または(3)の説を根拠にするわけであるが， (1)のま場K立つ場

合でも，商法第67 3条の生命保険の定義を拡大解釈し左ければなら左い。拡大解釈として

はE 商法第 673条の「生死vct謂し約するとと」の意味を「人保険」と解しp 人の身体を脅

かすものとしての「傷害」または「疾病Jを保険するととをとれに包含せしめる考え方や，

生命保険も傷害保険 e疾病保険もその主体は生死を保険事故とするものであ!J，傷害。疾病

の結果死亡した場合に給付が行左われるととを約するものであれば，とれが生命保1設を包含
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するという考え方等がある。

エ.(3)の立場K立てば，保険業法第7条の規定が「生命保険事業と損害保険事業。兼営Jを

禁じていても f生命保険事業または損害保険事業とそのいずれにも属さまい特種の保険事

業の兼営JVCついては禁止してい左いと解釈して，生命保険会社が「傷害保険Jまたは「

疾病保険Jを取扱うととが可能であると解する ζ とができるo

オ.以上ウまたはエのいずれの立場K立ったとしても，商法第629条，第 673条との関

連から，損害損補的内容の給付は避り，定額給付的内容のものとするととが必要であるう。

2. 

カ.以止述べたよう VC，現行法規上では生命保険会社が「健康保険」を取扱うととには若干

の疑点が残されている。現状では，現在各社が取扱っている災害(傷害〉特約の内容をさ

ら防突させていって，徐々Kとの種の保険を取扱う範囲を拡げていく以外に方法はない

と考えられるo

E1) ①契約締結権・・・・・・・・なし

②告知受領権・・・・・・・・左し

@海金受領権・・・・・・・・法措u..上規定は左(，会社の政策によって，初回保険料，初年度保

険料または継続保険料の集金受領権を外務員に与える範囲が違つ

ている。

(ロ) ①契約締結権・・・・・・・・募集取締法第2条第 1項vcrとの法律に沿いて生命保険募集人と

は，保険会社むため間三命保険契約の締結の媒介をけものをい

うJとあるのが，法律上明文化された唯一の根拠であるが，ほか

K判例・学説とも契約締結権はないとする見解が一般的である。

②告知受領権・・・・・・・・現行法上明文化された規定はないが，判例・学説とも上記見解を

支持しているo

③契約締結権・・・・・・・・上記計)の通b口

約①契約締結権

昭和 36年K生命保険協会が保険審議会K報告した業界の統一見解は，次の理由に

より現行ど卦 bを可としている。

a.生命保険事業の運営に当って最も霊安な事項の-:;:)である「多数危険の綜合平均

化むための危険の選択」は，相当高度の専門的知識ならびに技術を必妥とするが，
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とれを一般外務員が日常q募集活動のなかにないて誤b左〈実施しうる体制をとる ζ

とは極めて困難である o

b.一般契約者が，とかく外務員即保険会社と考えがちであるとすれば，業界としても，

結果的に少まくとも善意無過失の契約者の期待を裏切ることのまいよう万全の措置を

とるのは当然、の ζ とであるが，このととと，外務員K契約締結権を付与する ζ ととV:;t，

必ずしも直結する問題では左い。

以上の見解は，業界のみでなく学説もほとんど支持しているものであるが，しかし，

同じく外務員の契約締結権を否定する学説のうちKも，野津，田中(誠)，伊沢の諸氏

のどとく，善意の第三者保護のため， r外務員C受動的権限を認めるべきであるJ，す

なわち「商法第 644条第 1項但書または第 678条第 1項但書の保険者の悪意又は過

失というときの保険者の中には保険者の補助者，す左わち保険外務員を含むと解すべき

である」とする意見もあるので，今後の問題として検討する必要があろう。

②告知受領権

上記業界の統一見解は次の理由によ b現行ど辛子りを可としている口

a.契約を締結するか否かは，告知受領をも含めて綜合的に判断されるべきであって，

告知受領権のみを単独に外務員に与えるか否かというととは，実禁上実益のない問題

であるo むしろ告知に関する会社の責任体制を確立するととKよって解決できるもの

と考えるo

b。告知の内容が定型化されたζとは，告知に関する紛争の防止K大いに役立つてはい

るが，それだからといってこれが直接に告知受領権を外務員K与えるべしという論拠

Kは走ら左い。

以上K対し，田中(誠)，伊沢の諸氏は， r有診査保険にあっては，告知の受領を保

険医が行左うから外務員に告知受領権が左いとするととは正しいが，無診査保険にあっ

ては，外務員は被保険者の危険地定上参考と左るべき事項を面接のうえ確認すべきとと

を会社K命令されている。従って，無診査保険に関するかぎ!J，外務員は会社の働謂と

してその外野組織に長ける職務を遂行すべく，相当の楢浪刃均・えられているものとj惇す

べきである。Jと主張しているo生保会社の扱う保険のほとんどが有診査契約であった戦

前に長いては，学説。判例とも F 外務員K告知受領権を与え左いとする説が寸説的であ

ったが，戦後無診査契約の増大に伴い上記のよう在学説が現われ，また最近一部乙れを

支持するようま判例も出てきているので，今後の問題として検討を要する ζ とと忠わ~rl必ロ
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3. 

@集金受領権

上記業界の統一見解は，次の理由によ b現行どをbを可としているo

a.集金機構をいかにするか，つま bー最外務員とデピット外務員にそれぞれ異った集

金十智設を与えているととは，会社・の経営上の問題である。

b.保険料費消事故が未だに絶無とまらないζ とは誠K遺憾であるが，初回保険料でも

費泊は起 bうる ζ とで，全面的に受領権を付与するととで解決する問題では左い。

C. 非行行為K対する予防や懲罰処置は別として，会社は，現在善意かつ無過失の契約

者K与えた損害K対しては，契約者の意思を尊重し左がら最も適当と忠われる方法に

よってその数済を図っているo 在辛子，最近契約上の紛争は激減して辛子!'>，今後も契約

者K対する保隊日識の普及，外務員の資質の向上K努力する左らば，現在の体制の下

VC$"-いても十分契約者利益の保護は期せられるものと確信する。

外務員K集金受領権があるかどうかの問題は，上記統一見解Kもあるよう VL，法律上

併問題というよりも，会社の経営上の問題である。従って，会社Kよって賦与する権限

の範囲が異っていたり，外務員の種類Kよって権限が異っていた bしでも何ら差し支え

左い。要は，事実間選として解決すべきととであるが，ただ，外務員が会社所定の正規

の保険料領収証と引換えK保険料を領収すれば，保険契約者は外務員に受領権があると

信じて当然であ!'>，その結果生じた事故については会社が責任を負わまければまらまい

ととはとの問題を論ずる前提と在るべきである。(との点については判例あれ〉

(1) 空欄を最初から!蹟に次のとお、 b補充するo

第 675条 当然， 保険契約者，死亡，確定

第677条 通知，保険者，対抗

(2) 当然・・・・・・・・民法第537条が「第三者のためにする契約JVCついて定めている「受益の

意志表示」を要しないという意味。

対抗・・・・・・・・受取人の指定または変更の事実を法律上主張する ζ と，換言すれば，保険者

の側が指定または変更の成立を否認した場合(例えば，変更前の受取人K保

険金を支払った場合〉に異議申立をするととo
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